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令和６年１２月２０日

一般乗合バスの上限運賃の変更認可について

水間鉄道株式会社から令和６年９月３０日付けで申請のあった上限運賃変更認可申請

について、本日（令和６年１２月２０日）、申請どおり認可いたしました。

水間鉄道株式会社の改定内容

１．適用する路線

大阪府貝塚市の一般路線バス

２．変更内容（上限運賃）

現 行 申 請 平均改定率

対キロ区間制運賃 対キロ区間制運賃 53.31％

基準賃率：５４円００銭 基準賃率：８３円００銭

初乗運賃：１７０円 初乗運賃：２００円

３．実施予定年月日

令和７年２月１日



（参考）主な区間の改定後の実施運賃

※実施運賃については、事業者が上限運賃の範囲内で届け出た運賃

区 間 現行実施運賃 改定実施運賃

（大人運賃） （大人運賃）

初乗り区間（南海貝塚駅東口～貝塚駅下り） １７０円 ２００円

南海貝塚駅東口～市民の森 ２４０円 ３００円

貝塚駅下り～二色南町 ２９０円 ４００円

南海貝塚駅東口～二色南町 ３２０円 ４００円

配布先：

青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、陸運記者会（ハイタク）


